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  建築物の解体・改修に加え、２０２６年 1月以降に着工する工事から、工作物につい

ても石綿事前調査が義務化されました。対象は、一部の工作物の解体・改修・メンテナ

ンス等の工事で、作業の前に有資格者による事前調査が必要となります。 

事前調査を行う調査者の資格を取得するためには、労働局登録講習機関の講習を修了

することが必要です。 

 

  ◎詳細はこちら  

   厚生労働省のサイト → https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/  

  ◎秋田県内の講習はこちら 

   秋田県労働基準協会のサイト → https://akita-rouki.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  秋田県工組が行なう２０２６年の講習は、次のとおりです。 

 

  ・開催月日   ５月２７日（水） 

１１月１２日（木） 

  ・開催場所  秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町 1-5） 

 

  ◎受講忘れのないように、受講センターへの登録をお勧めします。 

   登録をすると受講期限の３か月前までに講習センターから案内が届きます。 

 

   電気工事技術講習センターのサイト → https://www.eei.or.jp/ 

石綿事前調査が義務化されました 

第一種電気工事士定期講習のご案内 
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  東北電力（株）秋田支店との共催により実施した「電化機器販売コンテスト 2025」の

結果がまとまりましたので、お知らせします。 

  ・実施期間：2025年 4月 1日から 12月 31日まで 

          単位：台   

  支部 エコキュート 推奨エアコン 
IH クッキング 

ヒーター 
計   

  大館 14  99  10  123    

  能代 8  32  0  40    

  秋田 1  25  1  27    

  本荘 7  25  1  33    

  大曲 4  63  9  76    

  横手 8  107  6  121    

  計 42  351  27  420    

 

 

 

  技術者の高齢化や若手の入職者不足・後継者問題などによって、電気工事業を営む業

者は年々減少傾向にあり、このことは建設業界全体の共通課題です。 

◇   ◇   ◇ 

  下記のグラフは、当組合の所属組合員の推移を表したものですが、平成１０年頃から

組合員が減り始め、その傾向は令和に入ってからも続いているのが見て取れます。ざっ

くり言うとピーク時の３分の２以下にまで減少してしまいました。 

  ちなみに、東北七県電工連と全日電工連の所属組合員数の状況は次のとおりです。 

令和６年度 期首 期末 増減数 

東北七県電工連 3,279 3,205 ▲74 

全日電工連 29,688 28,957 ▲731 

 

データから見た県工組「組合員数」 

R7 は予想 

 

ピークは H9の 631名 

 

電化機器販売コンテストの結果をお知らせします 


